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第１、相手方の第 1 準備書面第３、２に対する反論 

相手方は、第 1 準備書面第３、２郡山市における放射線量、個人積算線量測定結

果において、２０１１年（平成２３年）１０月５日から相手方が実施した個人積算

線量測定結果の平均値に基づいて、 

《抗告人らの年間追加被ばく量は、ほぼ１ｍＳｖ前後といえるので、実質的にはす

でに抗告人らが求めている教育環境を満たしているといるといえる。》（９頁エ） 

と主張する。これに対し、抗告人は以下の２つの反論と証拠（甲２２０・同２２１）

を提出する。 

１、抗告人Ａ12 の親の陳述書（甲２２０） 

相手方の上記主張は以下の理由により失当である。 

第１に、子どもたちがガラスバッジを身につけて被ばく量を測定するという上記

個人積算線量測定は、測定の実態が本来の測定方法から著しく乖離している。その

結果、得られた測定値は真実の個人積算線量とは到底呼べないからである。そのこ

とを証明するため、既に保育園や幼稚園における実情を明らかにした報告書（甲１

６１）を提出済みだが、今般、抗告人Ａ12 における実情を明らかにした同人の親の
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陳述書（甲２２０）を提出する。 

これによれば、教育現場において、ガラスバッジを《身につけなくても、ランド

セルの中に入れておいても問題ない》と指導されていたことがうかがわれ、事実、

抗告人Ａ12 自身、教育現場の指導に忠実に、《ガラスバッチを学校では、教室でラ

ンドセルの中に入れたまま、自宅でも部屋でランドセルの中に入れたままで、外出

時も本人が気がつかない限り、携帯することはありませんでした。》 

のみならず、この態度は、ひとり抗告人Ａ12 にとどまらず、ガラスバッジを《胸に

下げることに抵抗がある子ども達は、当然のようにこの指示に従いました》。つまり

多くの子ども達が、ガラスバッジを首にぶら下げて被ばく量を測定しなかった可能

性が高い。その結果、 

①．同じ郡山市に住む子どもたちの測定値の最高値と最低値の間に、１３０倍以上

（第２回目）、１８０倍以上（第３回目）もの開きが生れ（乙４３）、 

②．抗告人Ａ12 の測定値についても、外部被ばくを極力避けるために《車で登下校

させ、休日に部活動をすることのない》抗告人Ａ12 のほうが、《登下校は徒歩で‥

‥休日は自転車で出掛けていた》同人の兄より高くなったり（甲２２０別紙１と同

４）、或いは《徒歩で登下校し、少年野球チームで休日は外で野球をしていた》同級

生より高くなるという理不尽な結果が生れた。 

第２に、上記個人積算線量測定の結果を算出する過程で、自然放射線被ばく量と

して、０．０７マイクロシーベルト／時（甲２２０別紙１）を除いたのは不当であ

り、０．０３７マイクロシーベルト／時とすべきである。なぜなら、抗告理由書３

頁で主張した通り、福島県における自然放射線による空間線量は「０．０３７マイ

クロシーベルト／時」だからである（甲１０２）。これによれば、年間で０．３２４

ミリシーベルト除くべきところ、郡山市は０．６１３ミリシーベルト除いてしまっ

ている（つまり、０．２８９ミリシーベルト、余分に引きすぎている）。 

第３に、第１で述べたガラスバッジの測定の実情に照らせば、上記個人積算線量

測定の結果の平均値をもって、現実に郡山市の子どもの外部被ばくの平均値とみな
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すことはできない。個々人のデータの差は、現実にガラスバッジを携帯していたか

どうか，携帯していなかった場合ガラスバッジをどこ（学校・自宅）に置いていた

かどうかに大きく依存する と考えられるからである。 

第４に、以上の通り、上記個人積算線量測定が本来の測定方法からみて杜撰極ま

りない測定方法だとしても、外部被ばくを極力避けてきた抗告人Ａ12 の３回の測定

結果から年間の値を推計すると、次の通りとなる。 

第１回目 ０．１９÷３３×３６５＋０．２８９ｍＳｖ＝２．１０ｍＳｖ 

第２回目 ０．２７÷６４×３６５＋０．２８９ｍＳｖ＝１．８２ｍＳｖ 

第３回目 ０．１５÷５１×３５６＋０．２８９ｍＳｖ＝１．３６ｍＳｖ 

３回の合計０．６１÷１４８×３５６＋０．２８９ｍＳｖ＝１．７８９ｍＳｖ 

 

つまり、前述の杜撰極まりない測定方法で得られた抗告人Ａ12 の年間の累積被ば

く量ですら１．３６～２．１０ｍＳｖと推計され、相手方の《抗告人らの年間追加

被ばく量は、ほぼ１ｍＳｖ前後といえるので、実質的にはすでに抗告人らが求めて

いる教育環境を満たしているといるといえる。》という主張は成り立たない。まして

や、本来の測定方法を実施すれば、これよりはるかに高い値になることは容易に推

定される。 

第５に、では抗告人Ａ12 が本来の測定方法を実施したら、どのような値と推計さ

れるか。その手がかりが今回の測定で得られた最高値である。なぜなら、最高値の

子どもとはガラスバッチを肌身離さず身につけ理想的な測定方法に最も近い場合と

考えられるからである。 

そこで、３回の測定の最高値（乙４３）から年間の値を推計すると、次の通りとな

る。 

第１回目 ０．４５÷３３×３６５＋０．２８９ｍＳｖ＝５．２６ｍＳｖ 

第２回目 １．３１÷６４×３６５＋０．２８９ｍＳｖ＝７．７６ｍＳｖ 

第３回目 １．８３÷５１×３５６＋０．２８９ｍＳｖ＝１３．３８ｍＳｖ 
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つまり、抗告人Ａ12 が本来の測定方法を実施したとしたら、抗告人Ａ12 の年間の累

積被ばく量は５．２６～１３．３８ｍＳｖに準ずる値と推計される。 

 

２、抗告人Ａ12 が通学する中学校校庭を測定した報告書（甲２２１） 

抗告人は、抗告理由書で次の通り、「測定高さ１メートルにおいて毎時０．１９３

マイクロシーベルト」が年１ミリシーベルトを越えるかどうかの基準になることを

明らかにした。 

《‥‥以上のとおり、子どもたちが、現在、自然放射線を加えた空間線量が毎時０．

１９３マイクロシーベルトを超える地点で生活する場合、今後１年間に追加線量に

よる被ばくが年１ミリシーベルトを超えると推定される。》（３～４頁） 

これに基づき、昨年２月、抗告人らが通う２つの学校の空間線量が、測定高さ１

メートルにおいて毎時０．１９３マイクロシーベルトをはるかに超えていることを、

山内知也神戸大学大学院教授作成の意見書（甲１０３）によって明らかにした。 

今般、抗告人Ａ12 が通う中学校について同様の測定を行ったので、その報告書（甲

２２１）を提出する。これにより、次のことが明らかとなった。 

《計測したポイントは総計で６６ポイントですが、このうち 1 m 高さの線量率が、

ここでの議論の目安とする 0.193 μSv/h 以下のポイントは７カ所でした。 

６６ポイントの 1 m 高さにおける平均値は 0.39μSv/h であり、校舎の周りの４５

ポイントの 1 m 高さにおける平均値は 0.44μSv/h であり、いずれも 0.193 μSv/h を

優に超過していると言えます。》（２頁１ 概要） 

以上の測定結果からも、相手方の《抗告人らの年間追加被ばく量は、ほぼ１ｍＳ

ｖ前後といえるので、実質的にはすでに抗告人らが求めている教育環境を満たして

いるといるといえる。》という主張が成り立たないことが明らかである。 
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第２、抗告人の主張の補充                 

福島原発事故によって、郡山市やその周辺の地域で被ばくし、健康被害が発生し

た事実について、当事者自らまたはその情報を聞いた者が証言する陳述書を提出す

る。これらはいずれも、抗告人らと同程度の放射能汚染地域で被ばくした人々につ

いての証言であり、それゆえ、同様の健康被害が抗告人らにも発生する可能性があ

ることを裏付ける重要な証拠である。 

 

１、郡山市から自主避難した母子と子どもの健康被害について 

事故当時小学６年生の次女が、２０１１年６月から《きれいな鼻血ではなく、黒

く固まった鼻血》をくり返すようになり、郡山市の自宅の線量が１階が０．４～０．

６マイクロシーベルト、２階が１．２マイクロシーベルト、玄関外が２．６～２．

７マイクロシーベルトと分かり、次女をこれ以上被ばくさせないために、夏休みを

待たずに、東京、川崎市に自主避難した母親の証言である（甲２２２）。 

 

２、郡山市で被ばくし健康被害が発生したこと、子どもたちを自主避難させた事実

について 

郡山市で被ばくし、2011 年 9 月の台風で自宅（○○町）の瓦から雨漏りした天井

裏の線量は最大値９．９９９マイクロシーベルトの線量計の針が振り切れたこと、

自営の会社（○○町）の花壇は芝生を取り除くまで、２．８～４．０マイクロシー

ベルト／時で、事務所内の窓側も同様の値だったこと、会社南側の雨樋の線量は今

現在でも、最大値９．９９９マイクロシーベルトの線量計の針が振り切れており、

ここが○○小学校、○○高校の通学路のため、除染するように市役所や東京電力に

再三電話をしても全く取りあってもらえなかったこと、 

福島県の県民健康管理調査で回りの人より２倍被ばくした事実が判明したこと、

その後、2012 年 9 月から尋常でない痛みが出てきて、あっという間に歩けなくな

ってしまったこと、診断の結果「右股関節の骨頭部分に膿胞ができている」ことが
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判明したこと、原発事故前から治療してきて膿胞ができるようなことは一度もなか

ったところ、わずか５ヶ月で膿胞ができたのは被ばくが原因ではないかと不安に感

じていること、 

事故直後、長男と長女を○○の実家に自主避難させたこと、彼らに、生活費・食

費、就職活動の旅費として毎月２０万円の仕送りを約９カ月続け、生活用品の購入

も入れ計３００万円以上の出費となり、今までの貯蓄も底を付き、途方に暮れてい

ること、にもかかわらず、東京電力から未だ補償もないことを証言したものである

（甲２２３）。 

 

３、伊達市で被ばくし健康被害が発生した事実について 

伊達市で被ばくし、停電は３日間、断水は６日間続いた中、水を求めて給水所ま

で子どもたちを連れて通い、食料を求めてスーパーの外で販売している所に子ども

を連れて並び、当時、国・福島県・伊達市から屋内退去の指示が出ていなかったた

め多くの市民と子どもたちが買出しや給水、ガソリン購入で被ばくしたこと、事故

直後の３月１５日、友達から「外には出ないほうがいい、雨にはあたらないように！」

とメールが来たが、地元テレビは「『外は危険、雨にあたるな』というデマメールが

出回っています」と報じたこと、その後もテレビや新聞が「安全で影響はない」と

流し続けたため、外で遊ぶ子どもが少なくなかったこと、 

原発事故後、長男（12 歳）の頭皮部分が悪化、右側部こぶし大に髪の毛が抜け落

ちるほどになり、体調を崩すと直りが悪くなり、連続して休むようになったこと、

甲状腺検査について長女（10 歳）は、福島県の県民健康管理調査で「A1 判定 のう

胞なし」という診断だったのに、その後、甲状腺専門医にセカンドオピニオンを求

めたところ、「のう胞あり（右１個２．６ｍｍ 左１個 ２．３ｍｍ）」という異なる

診断だったこと、ホットスポットで遊んでいた長女の友だちは、セカンドオピニオ

ンで、‥‥の数え切れない数ののう胞が診断されたこと、腎臓関係の病気が原発事

故以来とても目立っていること、原発事故以来、長男も含め多くの子ども達に鼻血
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が出やすくなったことを証言したものである（甲２２４）。 

 

４、いわき市でホットスポットで被ばくし健康被害が発生した事実について 

これまで、ホットスポットでの被ばくと健康被害を具体的に明らかにした事実は

殆ど明らかにされなかったが、今般、いわき市に帰省中、ホットスポット（実家の

墓）で被ばくし、深刻な皮膚の炎症、心臓・脳・眼の異変に苦しめられてきた事実、

にもかかわらず医療機関と原力損害賠償紛争解決センターから十分な救済を受けら

れなかった事実を当事者による貴重な証言として提出する（甲２２５）。 

ここで明らかにされた事実はひとり陳述書本人だけの問題にとどまらない。目に

見えず、臭いも味もしないホットスポットで被ばくすることは放射能汚染地域に住

む誰もが遭遇する可能性がある深刻な問題だからである。前述の、ホットスポット

と思われる場所で遊んでいた伊達市の子どもが、甲状腺に蜂の巣状の数え切れない

数ののう胞が診断された事例はそれを物語る。 

しかし現状は、ホットスポットでの被ばくと健康被害のリスクは子どもと親の自

主的な判断と責任に委ねられている。だが、なにゆえ原発事故に何の責任も関係も

ない子どもたちがこの深刻なリスクを負わなければならないのか。それは明らかに

間違っており、正義実現を使命とする司法がこれを正さなくてはならないことは言

うまでもない。現状をこれ以上放置することは不作為の犯罪とも目される重大な違

法行為であり、許されない。 

以 上 

 

  

  

 


